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監
査
公
表
第
⚕
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
242条

第
⚔
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
福
山

照
利
の
請
求
に
係
る
監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
ま
す
。

平
成
30年
⚕
月
11日

山
口
県
監
査
委
員

槙
本
利
光

同
上
岡
康
彦

同
小
田
正
幸

同
木
村

進

第
⚑
監
査
の
請
求

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
戸
田
86番
地
福
山
照
利
か
ら
次
の
と
お
り
監
査
の
請
求
が
あ
っ
た
。

山
口
県
職
員
に
関
す
る
措
置
請
求
の
要
旨

⚑
違
法
又
は
不
当
な
公
金
の
支
出
に
つ
い
て

山
口
県
岩
国
農
林
事
務
所
の
⚒
名
の
職
員
（
以
下
「
⚒
名
の
県
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
県
営
南

河
内
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
以
下
「
当
該
事
業
」
と
い
う
。
）
（
岩
国
市
竹
安
換
地

区
）
に
お
い
て
、
請
求
人
が
未
提
出
の
「
従
前
地
各
人
別
名
寄
帳
及
び
換
地
各
人
別
名
寄
帳
」
（
以

下
「
名
寄
帳
」
と
い
う
。
）
の
内
容
の
確
認
と
、
押
印
を
求
め
る
た
め
、
公
務
中
に
時
間
を
費
や

し
、
南
河
内
地
区
竹
安
換
地
区
換
地
委
員
会
（
以
下
「
換
地
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
名
称
を
無
断

で
使
用
し
、
平
成
29年

12月
⚘
日
付
け
の
違
法
な
文
書
（
以
下
「
当
該
文
書
」
と
い
う
。
）
を
作

成
、
通
知
し
、
山
口
県
の
切
手
類
等
を
使
用
し
た
こ
と
は
窃
盗
罪
で
あ
り
、
違
法
又
は
不
当
な
公
金

の
支
出
に
当
た
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
山
口
県
が
被
っ
た
損
害
（
切
手
・
封
書
代
（
請
求
人
に
対
す
る
電
話
⚒
回
）
約

200円
、
文
書
作
成
費
（
ワ
ー
プ
ロ
利
用
費
）
約
100円

、
人
件
費
と
し
て
、
⚒
名
の
県
職
員
が
共
謀

し
て
作
成
し
た
費
用
⚑
時
間
当
た
り
約
2,000円

×
⚒
名
分
約
4,000円

、
計
4,300円

）
に
つ
い
て
、

⚒
名
の
県
職
員
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
。

⚒
山
口
県
職
員
措
置
請
求
書
の
中
で
、
参
考
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
請
求
人
の
主
張
に
つ
い
て

⑴
違
法
又
は
不
当
な
財
産
の
取
得
、
処
分
に
つ
い
て

⚒
名
の
県
職
員
は
、
換
地
委
員
会
が
さ
も
当
該
文
書
を
発
送
し
た
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、

違
法
又
は
不
当
に
請
求
人
の
財
産
の
取
得
、
処
分
を
企
て
た
行
為
は
、
悪
辣
非
道
で
あ
り
公
務
員

の
な
す
行
為
と
は
思
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
常
識
を
逸
脱
し
て
お
り
、
公
務
員
に
よ
る
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
を
定

め
た
地
方
公
務
員
法
違
反
で
あ
る
。

⑵
脅
迫
罪
行
為
に
つ
い
て

⚒
名
の
県
職
員
は
、
請
求
人
の
財
産
を
、
法
務
局
に
登
記
し
て
取
り
上
げ
る
た
め
、
換
地
委
員

会
の
名
前
を
無
断
で
使
用
し
て
、
「
名
寄
帳
を
確
認
、
押
印
の
上
、
平
成
29年

12月
15日

（
金
）

ま
で
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
期
日
ま
で
に
返
送
が
な
け
れ
ば
、
内
容
を
確
認
し
た
も
の
と
し
て

換
地
処
分
に
向
け
た
作
業
を
進
め
る
」
と
の
当
該
文
書
を
請
求
人
へ
通
知
し
、
違
法
又
は
不
当
に

財
産
の
取
得
、
処
分
を
企
て
た
。

こ
の
行
為
は
、
請
求
人
を
畏
怖
せ
し
め
て
動
揺
さ
せ
、
一
方
的
に
有
無
を
言
わ
さ
ず
、
名
寄
帳

が
請
求
人
の
申
し
出
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
し
て
、
法
務
局
に
登
記
を
す
る
た
め
の
手
段
と
し

て
、
当
該
文
書
を
通
知
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑶
何
の
た
め
に
法
ま
で
犯
し
て
こ
の
よ
う
な
行
為
に
出
た
か
に
つ
い
て

当
該
事
業
に
お
い
て
、
請
求
人
の
Ａ
及
び
Ｂ
の
土
地
（
以
下
「
不
換
地
と
な
る
土
地
」
と
い

う
。
）
は
不
換
地
と
し
て
お
り
、
岩
国
市
（
以
下
「
市
」
と
い
う
。
）
の
道
路
の
「
の
り
」
の
部

分
を
代
替
地
と
し
て
補
償
す
る
よ
う
要
求
し
て
き
た
が
、
市
は
了
承
し
な
い
。

そ
の
た
め
、
請
求
人
は
、
代
替
地
の
要
求
を
市
が
認
め
な
い
な
ら
、
不
換
地
と
な
る
土
地
の
道

路
と
し
て
の
利
用
は
認
め
る
が
、
不
換
地
と
な
る
土
地
の
売
却
や
換
地
は
認
め
な
い
の
で
、
貸
借

契
約
す
る
か
元
の
土
地
に
戻
す
か
の
申
立
て
を
し
て
い
る
。

⚒
名
の
県
職
員
は
、
こ
れ
を
無
視
し
て
、
請
求
人
の
同
意
を
得
ら
れ
た
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、

土
地
改
良
法
（
昭
和
24年

法
律
第
195号

）
に
基
づ
き
、
法
務
局
へ
の
登
記
申
請
書
の
中
に
請
求

人
の
不
換
地
と
な
る
土
地
を
紛
れ
込
ま
せ
て
、
登
記
を
行
わ
ん
が
た
め
に
名
寄
帳
の
作
成
が
必
要

一
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と
な
っ
た
も
の
で
、
違
法
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
あ
え
て
強
行
手
段
（
脅
迫
強
要
行

為
）
に
出
た
も
の
で
あ
る
。

第
⚒
監
査
の
結
果

上
記
の
監
査
請
求
に
つ
い
て
監
査
し
た
結
果
を
次
の
と
お
り
請
求
人
宛
て
通
知
し
た
。

平
30
山
監
査
第
20
号

平
成
30年
（
2018年

）
⚕
月
11日

福
山
照
利
様

山
口
県
監
査
委
員

山
口
県
職
員
措
置
請
求
に
つ
い
て
（
通
知
）

平
成
30年

⚓
月
⚕
日
に
請
求
の
あ
り
ま
し
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律

第
67号

。
以
下
「
自
治
法
」
と
い
う
。
）
第
242条

第
⚔
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
監
査
を
執
行
し
ま
し

た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。

記
⚑
請
求
の
受
理

こ
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
所
定
の
形
式
的
要
件
を
具
備
し
て
い
る
と
認
め
、
平
成
30年

⚓
月
22日

に
請
求
を
受
理
し
た
。

な
お
、
平
成
30年

⚓
月
10日

か
ら
同
月
16日

ま
で
の
⚗
日
間
は
、
請
求
の
補
正
に
要
し
た
期
間
で

あ
る
た
め
監
査
の
期
間
か
ら
除
算
し
た
。

⚒
要
件
審
査

⑴
損
害
額
の
特
定
に
つ
い
て

請
求
の
要
旨
に
お
い
て
、
請
求
人
は
、
山
口
県
が
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
、
切
手
・
封
書
代

（
請
求
人
に
対
す
る
電
話
⚒
回
）
約
200円

、
文
書
作
成
費
（
ワ
ー
プ
ロ
利
用
費
）
約
100円

、
人

件
費
と
し
て
、
山
口
県
岩
国
農
林
事
務
所
の
⚒
名
の
職
員
（
以
下
「
⚒
名
の
県
職
員
」
と
い

う
。
）
が
共
謀
し
て
作
成
し
た
費
用
⚑
時
間
当
た
り
約
2,000円

×
⚒
名
分
約
4,000円

、
計

4,300円
と
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
根
拠
が
明
確
な
も
の
と
し
て
は
、
請
求
人
か
ら
提
出
さ

れ
た
事
実
証
明
書
に
お
い
て
、
82円

切
手
が
貼
り
付
け
ら
れ
た
封
書
の
写
し
の
み
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
の
根
拠
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
、
請
求
の
要
旨
に
お
け
る
平
成
29年

12月
⚘
日
付
け
の
違
法
な
文
書
（
以
下
「
当
該
文

書
」
と
い
う
。
）
の
作
成
、
通
知
業
務
の
実
施
は
ど
こ
が
行
う
べ
き
か
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
陳

述
・
監
査
の
過
程
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
。

⑵
山
口
県
職
員
措
置
請
求
書
（
以
下
「
請
求
書
」
と
い
う
。
）
の
中
で
、
参
考
と
し
て
記
載
さ
れ

て
い
る
請
求
人
の
主
張
に
つ
い
て
（
以
下
「
本
請
求
に
係
る
参
考
内
容
に
つ
い
て
」
と
い
う
。
）

請
求
人
が
主
張
す
る
、
⚒
名
の
県
職
員
が
、
請
求
人
の
財
産
の
取
得
、
処
分
を
企
て
、
法
務
局

に
登
記
を
行
お
う
と
す
る
行
為
並
び
に
請
求
人
の
Ａ
及
び
Ｂ
の
土
地
（
以
下
「
不
換
地
と
な
る
土

地
」
と
い
う
。
）
の
部
分
に
係
る
代
替
地
と
し
て
要
求
し
て
い
る
、
岩
国
市
（
以
下
「
市
」
と
い

う
。
）
の
道
路
の
「
の
り
」
の
部
分
（
以
下
「
「
の
り
」
の
部
分
」
と
い
う
。
）
と
、
県
営
南
河

内
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
以
下
「
当
該
事
業
」
と
い
う
。
）
（
竹
安
換
地
区
）
と
の

関
連
性
が
不
明
な
た
め
、
陳
述
・
監
査
の
過
程
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
。

⚓
監
査
の
実
施

⑴
関
係
人
調
査

自
治
法
第
199条

第
⚘
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
請
求
に
関
わ
る
⚒
名
の
県
職
員
の
元
上
司
並
び

に
換
地
委
員
及
び
南
河
内
土
地
改
良
区
代
表
者
（
以
下
「
換
地
委
員
等
」
と
い
う
。
）
に
関
係
人

調
査
を
実
施
し
た
。

⑵
請
求
人
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

ア
陳
述
の
要
旨

請
求
人
に
対
し
、
自
治
法
第
242条

第
⚖
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
30年

⚓
月
28日

に
証

拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
請
求
人
か
ら
証
拠
の
提
出
と
陳
述
が
行
わ
れ

た
。陳
述
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

❞
証
拠
の
提
出
に
つ
い
て

本
請
求
に
「
録
音
テ
ー
プ
あ
り
」
と
⚓
箇
所
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
⚒
個
所
に

係
る
内
容
に
つ
い
て
、
録
音
し
た
テ
ー
プ
の
提
出
が
あ
り
、
以
下
の
と
お
り
陳
述
が
あ
っ

た
。
ａ
山
口
県
の
被
っ
た
損
害
額
約
200円

に
お
い
て
、
「
請
求
人
に
対
す
る
電
話
（
⚒
回
）

代
（
録
音
あ
り
）
」
に
係
る
⚑
回
分
の
電
話
内
容
の
一
部
で
あ
る
。

こ
の
内
容
は
、
平
成
30年

⚒
月
27日

、
山
口
県
岩
国
農
林
事
務
所
（
以
下
「
県
」
と
い

う
。
）
の
⚒
名
の
県
職
員
の
う
ち
上
司
（
以
下
「
担
当
の
上
司
」
と
い
う
。
）
か
ら
請
求

人
へ
の
電
話
で
あ
り
、
南
河
内
地
区
竹
安
換
地
区
換
地
委
員
会
（
以
下
「
換
地
委
員
会
」

と
い
う
。
）
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
内
容
で
あ
る
。

ｂ
請
求
人
が
、
平
成
30年

⚒
月
28日

、
換
地
委
員
会
の
代
表
者
⚒
名
を
自
宅
に
呼
び
、
当

該
文
書
が
請
求
人
に
通
知
さ
れ
た
事
実
関
係
に
つ
い
て
詰
問
し
た
際
の
内
容
で
あ
る
。

❟
本
請
求
に
係
る
参
考
内
容
に
つ
い
て

換
地
委
員
は
、
平
成
29年

度
に
お
い
て
、
請
求
人
以
外
の
換
地
に
つ
い
て
、
従
前
地
各
人

別
名
寄
帳
及
び
換
地
各
人
別
名
寄
帳
（
以
下
「
名
寄
帳
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
た
め
に

個
別
に
訪
問
し
て
い
る
が
、
請
求
人
は
一
度
も
訪
問
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
名
寄
帳
を
作

成
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
一
度
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

名
寄
帳
を
作
成
し
て
、
法
務
局
に
登
記
が
行
わ
れ
れ
ば
請
求
人
の
財
産
は
取
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
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個
人
の
財
産
に
つ
い
て
、
本
人
又
は
換
地
委
員
が
、
全
く
知
ら
な
い
こ
と
を
⚒
名
の
県
職

員
が
し
て
い
る
。

勝
手
に
不
法
登
記
を
す
る
こ
の
行
為
は
、
詐
欺
師
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
⚒
名
の
県
職

員
が
法
務
局
に
登
記
す
る
と
い
う
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
当
該
文
書
を
請
求
人
へ
通
知

し
た
と
解
釈
し
て
い
る
。

イ
監
査
委
員
が
請
求
人
に
確
認
し
た
事
項

❞
公
務
中
に
時
間
を
費
や
し
た
人
件
費
に
つ
い
て

公
務
中
と
判
断
さ
れ
た
理
由
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
請
求
人
へ
通
知
さ
れ
た
当
該
文
書
に

添
付
さ
れ
た
返
信
用
封
筒
は
県
の
も
の
で
あ
り
、
宛
先
が
県
の
担
当
職
員
行
に
な
っ
て
お

り
、
公
務
中
に
当
該
文
書
を
作
成
し
た
と
認
識
し
て
い
る
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

❟
請
求
人
に
よ
る
換
地
委
員
会
の
代
表
者
⚒
名
に
対
す
る
詰
問
に
つ
い
て

換
地
委
員
会
の
代
表
者
⚒
名
が
、
当
該
文
書
を
、
「
見
た
こ
と
も
、
書
い
た
こ
と
も
、
出

し
た
こ
と
も
な
い
。
本
日
初
め
て
見
た
。
」
と
証
言
し
た
こ
と
の
主
張
に
つ
い
て
、
換
地
委

員
会
の
代
表
者
⚒
名
に
よ
る
証
言
の
中
で
、
換
地
委
員
会
の
代
表
者
⚒
名
の
方
か
ら
の
発
言

と
し
て
、
県
か
ら
事
前
に
文
書
を
作
成
し
、
通
知
す
る
と
の
連
絡
等
の
発
言
は
な
か
っ
た
の

か
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
と
お
り
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

❠
山
口
県
が
被
っ
た
損
害
額
に
つ
い
て

ａ
切
手
・
封
書
代
「
請
求
人
に
対
す
る
電
話
（
⚒
回
）
代
（
録
音
あ
り
）
」
約
200円

に
つ
い
て

⒜
約
200円

の
中
に
は
、
電
話
代
も
含
ま
れ
て
い
る
か
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
そ
う
い
う

意
味
で
あ
る
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

⒝
約
200円

の
算
出
根
拠
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
切
手
代
の
82円
は
わ
か
る
が
、

封
書
代
と
電
話
代
に
つ
い
て
は
、
ど
れ
く
ら
い
か
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
が
、
約
200

円
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

⒞
電
話
⚒
回
の
内
容
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う
内
容
の
電
話
を
、
何
時
、
誰
が
、
ど
こ
か

ら
、
ど
の
く
ら
い
の
時
間
、
話
し
た
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
30年

⚒
月
27日

と
同
年
⚓
月
⚓
日
に
、
担
当
の
上
司
か
ら
計
⚒
回
の
電
話
が
あ
り
、
約
30分

程
度
の
電
話
を
掛
け
て
き
た
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

ｂ
文
書
作
成
費
（
ワ
ー
プ
ロ
利
用
費
）
約
100円

に
つ
い
て

約
100円

の
金
額
の
根
拠
に
つ
い
て
、
内
訳
と
し
て
電
気
代
、
コ
ピ
ー
代
及
び
用
紙
代

と
解
釈
し
て
よ
い
か
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
ワ
ー
プ
ロ
を
使
い
、
コ
ピ
ー
を
す
れ
ば
、
最
低

で
も
そ
れ
ぐ
ら
い
は
掛
か
る
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

ｃ
⚒
名
の
県
職
員
が
共
謀
し
て
作
成
し
た
費
用
⚑
時
間
当
た
り
約
2,000円

×
⚒
名
分
の

人
件
費
約
4,000円

に
つ
い
て

⒜
約
4,000円

の
金
額
の
根
拠
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
自
分
の
算
用
に
当
て
は

め
て
判
断
し
た
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

⒝
⚒
名
の
県
職
員
が
共
謀
し
て
作
成
し
た
と
い
う
根
拠
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

請
求
人
へ
通
知
さ
れ
た
当
該
文
書
の
連
絡
先
が
⚒
名
の
県
職
員
と
な
っ
て
お
り
、
通
常

は
役
所
の
文
書
と
し
て
通
知
す
る
際
は
、
両
名
が
確
認
し
て
い
な
い
と
通
知
で
き
な
い

た
め
、
共
謀
し
て
い
る
と
解
釈
し
た
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

❡
措
置
の
請
求
内
容
に
つ
い
て

⚒
名
の
県
職
員
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
知
事

が
⚒
名
の
県
職
員
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
と
い
う
解
釈
で
よ
い
か
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
そ
の
と
お
り
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

❢
当
該
文
書
に
つ
い
て

当
該
文
書
を
受
け
取
る
前
の
県
と
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
特
に
や
り

取
り
は
な
く
、
突
然
、
当
該
文
書
が
届
い
た
の
で
驚
い
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
、
請
求
人
が

未
提
出
の
名
寄
帳
へ
の
押
印
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
期
限
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
、
換
地

処
分
に
向
け
た
作
業
を
進
め
る
と
い
っ
た
一
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
も
う
少
し
、
物
分
り
の

よ
い
内
容
で
あ
れ
ば
文
句
を
言
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

❣
本
請
求
に
係
る
参
考
内
容
に
つ
い
て

ａ
換
地
委
員
に
よ
る
名
寄
帳
へ
の
押
印
の
依
頼
に
つ
い
て

換
地
委
員
は
、
平
成
29年

度
に
他
の
換
地
に
つ
い
て
、
個
別
に
権
利
者
宅
を
訪
問
し
印

鑑
を
名
寄
帳
に
押
印
し
て
貰
っ
て
い
る
が
、
請
求
人
に
は
押
印
の
依
頼
や
訪
問
は
一
度
も

な
い
旨
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
本
当
に
一
度
も
訪
問
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
の
か
、
ま

た
、
電
話
等
の
方
法
に
よ
る
連
絡
は
全
く
な
か
っ
た
の
か
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
換
地
委
員

か
ら
電
話
等
は
な
い
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

ｂ
違
法
又
は
不
当
な
財
産
の
取
得
、
処
分
に
つ
い
て

⚒
名
の
県
職
員
が
文
書
を
作
成
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
違
法
又
は
不
当
な
財
産
の

取
得
、
処
分
を
企
て
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
財
産
と
は
、
ど
こ
を
指
す
の
か
確

認
し
た
と
こ
ろ
竹
安
の
不
換
地
と
な
る
土
地
で
あ
る
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

❤
請
求
人
の
土
地
に
係
る
不
換
地
と
な
る
土
地
の
件
に
つ
い
て

ａ
請
求
人
が
主
張
す
る
不
換
地
と
な
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
何
時
の
時
点
で
同
意
し
た
の

か
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
22年

⚓
月
16日

に
判
を
押
し
て
お
り
、
ほ
場
整
備
の
工
事
を

行
う
前
で
あ
る
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

ｂ
ほ
場
整
備
事
業
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
最
初
に
換
地
計
画
原
案
に
係
る
説
明
会
が
あ
る

の
か
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
参
加
し
て
い
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
と
の
陳
述
が

あ
っ
た
。
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ｃ
請
求
人
が
不
換
地
に
同
意
し
た
際
に
、
何
か
条
件
を
付
し
た
の
か
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

そ
の
当
時
は
、
請
求
人
の
Ｃ
の
土
地
と
接
し
て
い
る
「
の
り
」
の
部
分
も
含
め
て
、
ほ
場

整
備
事
業
の
実
施
区
域
内
（
以
下
「
事
業
実
施
区
域
内
」
と
い
う
。
）
に
含
め
る
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
時
は
条
件
を
付
し
て
い
な
い
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

❥
「
の
り
」
の
部
分
に
つ
い
て

「
の
り
」
の
部
分
を
代
替
地
と
し
て
補
償
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
代
替
地
は

何
の
代
替
な
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
不
換
地
と
な
る
土
地
の
部
分
で
あ
る
と
の

陳
述
が
あ
っ
た
。

❦
換
地
計
画
の
全
体
の
流
れ
に
つ
い
て

請
求
人
の
同
意
が
得
ら
れ
た
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、
法
務
局
へ
登
記
を
行
お
う
と
し
て
い

る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
換
地
計
画
に
つ
い
て
、
今
後
は
ど
の
よ
う
な
流
れ
や
手
続
き
で
進

む
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
説
明
を
受
け
て
い
な
い
と
の
陳
述
が
あ
っ
た
。

⑶
監
査
請
求
の
趣
旨

監
査
に
当
た
っ
て
は
、
請
求
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
及
び
事
実
証
明
並
び
に
請
求
人
が
陳
述
し

た
内
容
及
び
提
出
し
た
証
拠
に
基
づ
き
、
監
査
請
求
の
趣
旨
を
次
の
よ
う
に
解
し
た
。

ア
当
該
文
書
の
作
成
、
通
知
行
為
に
よ
り
山
口
県
が
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て

⚒
名
の
県
職
員
が
、
換
地
委
員
会
の
名
称
を
無
断
で
使
用
し
、
公
務
中
に
当
該
文
書
を
作

成
、
通
知
し
た
行
為
は
、
切
手
類
等
の
窃
盗
罪
に
当
た
り
、
山
口
県
が
次
の
こ
と
に
つ
い
て
損

害
を
被
っ
て
い
る
た
め
、
知
事
に
⚒
名
の
県
職
員
に
対
し
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
請
求
を
す

る
。
（
山
口
県
の
被
っ
た
損
害
）

当
該
文
書
を
作
成
、
通
知
し
た
際
の
切
手
・
封
書
代
及
び
請
求
人
に
対
す
る
電
話
（
⚒
回
）

代
約
200円

、
文
書
作
成
費
（
ワ
ー
プ
ロ
利
用
費
及
び
コ
ピ
ー
代
）
約
100円

、
⚒
名
の
県
職
員

が
共
謀
し
て
作
成
し
た
人
件
費
と
し
て
⚑
時
間
当
た
り
約
2,000円

の
⚒
名
分
約
4,000円

、
合

計
4,300円

イ
本
請
求
に
係
る
参
考
内
容
に
つ
い
て

⚒
名
の
県
職
員
が
、
請
求
人
の
財
産
を
違
法
又
は
不
当
に
奪
お
う
と
し
て
、
換
地
委
員
会
の

名
称
を
無
断
で
使
用
し
、
請
求
人
が
未
提
出
の
名
寄
帳
へ
の
押
印
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
期

限
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
、
換
地
処
分
に
向
け
た
作
業
を
進
め
る
と
い
う
、
一
方
的
な
内
容
の

当
該
文
書
を
請
求
人
へ
通
知
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
請
求
人
が
不
換
地
と
な
る
土
地
の
代
替
地
と
し
て
「
の
り
」
の
部
分
を
要
求

し
て
い
る
こ
と
を
無
視
し
て
、
請
求
人
が
名
寄
帳
に
同
意
し
た
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、
土

地
改
良
法
（
昭
和
24年

法
律
第
195号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
法
務
局
へ
の

登
記
申
請
書
の
中
に
請
求
人
の
不
換
地
と
な
る
土
地
を
紛
れ
込
ま
せ
て
、
登
記
を
行
う
た
め
名

寄
帳
の
作
成
が
必
要
と
な
っ
た
も
の
で
、
違
法
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
あ
え
て
強
行
手

段
に
で
た
も
の
で
あ
り
、
詐
欺
師
の
よ
う
な
行
為
で
あ
る
。

⑷
監
査
の
対
象
事
項

監
査
請
求
の
趣
旨
を
前
述
の
よ
う
に
解
し
、
監
査
の
対
象
事
項
を
次
の
項
目
と
し
た
。

ア
当
該
文
書
の
作
成
、
通
知
行
為
に
よ
り
山
口
県
が
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て

当
該
文
書
を
作
成
し
た
際
の
切
手
・
封
書
代
及
び
請
求
人
に
対
す
る
電
話
（
⚒
回
）
代
約

200円
、
文
書
作
成
費
（
ワ
ー
プ
ロ
利
用
費
及
び
コ
ピ
ー
代
）
約
100円

、
⚒
名
の
県
職
員
が
共

謀
し
て
作
成
し
た
人
件
費
と
し
て
⚑
時
間
当
た
り
約
2,000円

の
⚒
名
分
約
4,000円

、
合
計

4,300円
イ
本
請
求
に
係
る
参
考
内
容
に
つ
い
て

請
求
人
が
主
張
す
る
、
⚒
名
の
県
職
員
が
、
請
求
人
の
財
産
の
取
得
、
処
分
を
企
て
、
法
務

局
に
登
記
を
行
お
う
と
す
る
行
為
及
び
不
換
地
と
な
る
土
地
の
部
分
に
係
る
代
替
地
と
し
て
要

求
し
て
い
る
「
の
り
」
の
部
分
と
、
当
該
事
業
の
関
連
性

⑸
事
業
執
行
者
（
県
）
へ
の
監
査

当
該
事
業
を
所
管
す
る
山
口
県
岩
国
農
林
水
産
事
務
所
（
平
成
30年

⚔
月
⚑
日
か
ら
組
織
再
編

に
よ
り
岩
国
農
林
事
務
所
を
岩
国
農
林
水
産
事
務
所
に
改
称
）
を
対
象
に
し
て
監
査
を
実
施
し
、

そ
の
結
果
、
確
認
さ
れ
た
事
実
及
び
請
求
に
対
す
る
県
の
主
張
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
当
該
事
業
に
つ
い
て

❞
確
認
さ
れ
た
事
実

ａ
当
該
事
業
の
趣
旨
に
つ
い
て

当
該
事
業
は
、
農
業
生
産
条
件
等
が
不
利
な
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
中
山
間
地
域
の

活
性
化
に
意
欲
の
あ
る
地
域
を
対
象
と
し
て
、
ほ
場
整
備
等
に
お
い
て
中
山
間
地
域
の
実

情
に
即
し
た
整
備
手
法
の
導
入
を
推
進
す
る
等
に
よ
り
、
農
業
生
産
基
盤
及
び
農
村
生
活

環
境
等
の
整
備
を
実
施
す
る
等
、
国
土
、
環
境
保
全
等
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
県
が
事
業
主
体
と
な
っ
て
行
う
土
地
改
良
事
業
で
あ
る
。

ｂ
土
地
改
良
事
業
の
実
施
手
続
に
つ
い
て
（
法
第
85条
、
第
86条
、
第
87条
）

県
営
土
地
改
良
事
業
は
、
法
の
規
定
に
よ
り
、
15名

以
上
の
参
加
資
格
者
が
、
土
地
改

良
法
施
行
令
（
昭
和
24年
政
令
第
295号

）
第
50条
で
定
め
る
土
地
改
良
事
業
に
つ
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
そ
の
概
要
に
つ
き
受
益
地
区
内
の
参
加
資
格
者
の
⚓
分
の
⚒
以
上
の
同
意
を

得
た
上
で
、
知
事
に
事
業
実
施
の
申
請
を
行
い
、
知
事
は
適
否
判
断
の
上
、
自
ら
事
業
計

画
を
作
成
し
着
工
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ｃ
当
該
事
業
の
施
行
申
請
に
つ
い
て

法
第
85条

第
⚑
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
22年

⚑
月
18日

に
当
該
事
業
を
行
う
た
め
、

当
該
事
業
の
施
行
申
請
人
（
南
河
内
地
区
代
表
者
他
20名

）
か
ら
知
事
に
対
し
、
市
の
土
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生
、
竹
安
、
大
山
及
び
伊
房
地
内
に
係
る
当
該
事
業
の
施
行
申
請
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
申
請
文
書
等
に
よ
り
確
認
し
た
。

当
該
事
業
に
お
い
て
は
、
生
活
圏
・
地
理
的
状
況
及
び
土
地
所
有
状
況
を
考
慮
し
、
⚓

つ
の
換
地
区
（
土
生
、
竹
安
、
大
山
）
が
設
定
さ
れ
、
竹
安
換
地
区
に
お
い
て
は
、
法
第

⚒
条
第
⚒
項
に
掲
げ
る
ほ
場
整
備
（
区
画
整
理
）
及
び
鳥
獣
侵
入
防
止
施
設
に
係
る
工
事

が
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
当
該
事
業
の
計
画
概
要
書
に
よ
り
確
認
し
た
。

ｄ
当
該
事
業
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
確
定
に
つ
い
て

知
事
は
、
法
第
86条

第
⚑
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
22年

⚕
月
20日

に
当
該
事
業
の
施

行
申
請
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
決
定
し
、
法
第
87条

第
⚑
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
事
業

の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
、
法
第
87条

第
⚕
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
年
⚖
月
⚔
日
に

土
地
改
良
事
業
計
画
の
写
し
を
公
告
し
、
同
月
⚗
日
か
ら
28日

ま
で
縦
覧
が
さ
れ
て
い

た
。そ
の
後
、
異
議
申
立
て
が
で
き
る
期
間
（
平
成
22年

⚖
月
29日

～
同
年
⚗
月
13日

）
を

経
て
、
平
成
22年

⚗
月
20日

に
土
地
改
良
事
業
計
画
が
確
定
し
、
知
事
か
ら
当
該
事
業
の

施
行
申
請
人
に
対
し
通
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
通
知
文
書
等
に
よ
り
確
認
し
た
。

ｅ
南
河
内
地
区
に
お
け
る
換
地
処
分
事
務
に
係
る
委
託
契
約
（
以
下
「
委
託
契
約
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て

法
第
89条

の
⚒
第
⚑
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
に
つ
い
て
、
そ
の
事
業

の
性
質
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
に
つ
き
、
換

地
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

県
は
、
換
地
計
画
を
策
定
す
る
た
め
に
、
平
成
22年

度
か
ら
平
成
29年

度
に
か
け
て
、

市
と
委
託
契
約
を
毎
年
度
締
結
し
て
お
り
、
平
成
29年

度
を
最
終
年
度
と
し
て
い
た
が
、

市
か
ら
権
利
者
の
特
定
に
時
間
を
要
し
た
と
し
て
、
平
成
30年

度
に
繰
越
さ
れ
た
こ
と
を

委
託
契
約
書
等
に
よ
り
確
認
し
た
。

ま
た
、
委
託
契
約
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
「
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
処
分
事
務
委
託

要
綱
」
（
平
成
28年

⚖
月
⚑
日
平
28農

村
整
備
第
434号

農
林
水
産
部
長
通
知
）
、
「
換

地
計
画
実
施
要
領
」
（
昭
和
49年

⚗
月
12日

49構
改
Ｂ
第
1232号

構
造
改
善
局
長
通
達
）

及
び
「
換
地
を
伴
う
土
地
改
良
事
業
の
確
定
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
10年

⚓
月

31日
10構

改
Ｂ
第
210号

構
造
改
善
局
長
通
達
）
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

❟
県
の
主
張

当
該
事
業
の
換
地
手
続
き
に
係
る
説
明
会
に
つ
い
て
の
状
況
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
換
地

の
流
れ
を
説
明
し
た
全
体
説
明
会
は
、
平
成
23年

⚔
月
13日

に
開
催
し
、
請
求
人
に
案
内
を

行
っ
た
が
、
欠
席
で
あ
っ
た
。

換
地
計
画
原
案
に
係
る
説
明
会
を
平
成
23年

10月
29日

、
同
年
11月

⚑
日
に
開
催
し
て
い

る
が
、
請
求
人
は
、
不
換
地
の
申
出
者
の
た
め
、
参
集
対
象
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

イ
委
託
契
約
に
つ
い
て

❞
確
認
さ
れ
た
事
実

ａ
平
成
29年
度
委
託
契
約
先
及
び
経
費
の
構
成
に
つ
い
て

県
と
市
は
、
平
成
29年

⚖
月
⚘
日
に
委
託
契
約
を
締
結
し
、
同
日
、
市
か
ら
の
再
委
託

の
承
認
申
請
に
対
し
県
が
承
認
し
、
山
口
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
（
以
下
「
県
土

連
」
と
い
う
。
）
及
び
市
南
河
内
土
地
改
良
区
（
以
下
「
改
良
区
」
と
い
う
。
）
へ
再
委

託
し
て
い
る
こ
と
を
、
再
委
託
承
認
申
請
書
等
に
よ
り
確
認
し
た
。

県
土
連
の
経
費
内
訳
は
、
直
接
経
費
及
び
諸
経
費
で
あ
り
、
改
良
区
の
経
費
内
訳
は
、

委
員
経
費
の
み
で
直
接
経
費
や
諸
経
費
が
な
い
こ
と
を
、
委
託
業
務
の
設
計
書
等
に
よ
り

確
認
し
た
。

ｂ
名
寄
帳
の
確
認
作
業
に
つ
い
て

平
成
29年

度
の
委
託
契
約
に
お
い
て
、
換
地
計
画
書
作
成
に
必
要
と
さ
れ
る
各
筆
換
地

等
明
細
書
は
、
名
寄
帳
の
デ
ー
タ
を
基
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
書
面
に
よ
り
確
認
し

た
。

ｃ
竹
安
換
地
区
の
名
寄
帳
の
確
認
方
法
に
つ
い
て

名
寄
帳
の
確
認
は
、
平
成
29年

⚘
月
23日

に
開
催
さ
れ
た
換
地
委
員
会
に
お
い
て
、
換

地
委
員
が
権
利
者
宅
を
訪
問
し
て
確
認
し
、
押
印
し
て
も
ら
う
手
法
と
す
る
旨
決
定
し
た

こ
と
を
、
県
の
打
合
せ
・
協
議
記
録
に
よ
り
確
認
し
た
。

換
地
委
員
等
へ
の
関
係
人
調
査
に
よ
れ
ば
、
請
求
人
と
は
、
こ
れ
ま
で
境
界
問
題
な
ど

の
ト
ラ
ブ
ル
の
経
緯
が
あ
り
、
換
地
委
員
に
よ
る
請
求
人
へ
の
名
寄
帳
の
確
認
作
業
が
難

し
い
た
め
、
平
成
29年

11月
24日

に
、
請
求
人
へ
の
対
応
は
県
に
、
全
面
的
に
お
任
せ
し

た
い
旨
伝
え
た
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

ｄ
竹
安
以
外
の
土
生
及
び
大
山
換
地
区
の
換
地
処
分
日
に
つ
い
て

土
生
換
地
区
は
、
平
成
28年

⚓
月
⚑
日
に
、
大
山
換
地
区
は
、
平
成
29年

⚓
月
⚑
日
に

そ
れ
ぞ
れ
換
地
処
分
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
山
口
県
報
に
よ
り
確
認
し
た
。

❟
県
の
主
張

名
寄
帳
の
確
認
作
業
は
、
県
か
ら
市
に
委
託
し
、
市
か
ら
改
良
区
（
換
地
委
員
会
）
に
再

委
託
し
た
業
務
に
含
ま
れ
て
お
り
、
名
寄
帳
の
確
認
作
業
は
、
換
地
計
画
書
を
作
成
す
る
準

備
作
業
と
し
て
、
事
業
実
施
区
域
内
の
農
地
等
の
所
有
権
の
移
転
が
な
い
か
な
ど
を
確
認
す

る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

県
外
在
住
者
等
で
、
換
地
委
員
か
ら
連
絡
が
と
れ
な
い
場
合
や
、
換
地
の
調
整
が
難
し
い

権
利
者
に
つ
い
て
、
要
望
が
あ
れ
ば
県
が
名
寄
帳
の
確
認
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
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県
が
、
委
託
契
約
の
業
務
の
一
部
（
名
寄
帳
の
確
認
作
業
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

委
託
契
約
書
の
第
17条

の
規
定
に
よ
り
、
疑
義
が
生
じ
た
場
合
は
、
県
、
市
、
改
良
区
（
換

地
委
員
会
）
が
協
議
し
た
上
で
、
県
が
行
う
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
契
約
上
の
問
題
は

な
い
と
認
識
し
て
お
り
、
適
宜
適
切
に
役
割
分
担
し
な
が
ら
業
務
を
執
行
し
て
い
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。

ウ
当
該
文
書
に
つ
い
て

❞
確
認
さ
れ
た
事
実

ａ
当
該
文
書
を
作
成
、
通
知
し
た
際
の
内
部
意
思
決
定
に
つ
い
て

平
成
29年

12月
⚗
日
に
山
口
県
岩
国
農
林
事
務
所
農
村
整
備
部
長
ま
で
の
決
裁
を
取

り
、
当
該
文
書
を
通
知
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
決
裁
文
書
に
よ
り
確
認
し
た
。

元
上
司
へ
の
関
係
人
調
査
に
よ
れ
ば
、
換
地
委
員
の
方
か
ら
、
請
求
人
と
話
が
で
き
な

い
状
況
で
あ
る
た
め
、
名
寄
帳
の
確
認
作
業
は
県
で
実
施
し
て
欲
し
い
旨
の
要
望
が
平
成

29年
11月

24日
に
あ
っ
た
た
め
、
県
で
代
行
す
る
こ
と
を
判
断
し
た
と
の
回
答
が
あ
っ

た
。名
寄
帳
の
確
認
の
必
要
が
あ
る
の
で
、
県
は
、
名
寄
帳
を
持
参
し
て
確
認
し
て
も
ら
う

た
め
、
平
成
29年

12月
⚗
日
に
、
担
当
職
員
が
請
求
人
へ
電
話
連
絡
（
⚒
回
）
し
た
が
、

話
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
県
の
打
合
せ
・
協
議
記
録
に
よ
り
確
認

し
た
。

ｂ
当
該
文
書
と
同
様
の
事
例
に
つ
い
て

名
寄
帳
の
確
認
作
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
29年

度
⚒
件
（
当
該
文
書
を
含
む
。
）
、
平

成
28年

度
⚑
件
、
県
が
権
利
者
に
対
し
文
書
通
知
し
て
い
る
こ
と
を
文
書
の
写
し
に
よ
り

確
認
し
た
。

⚓
件
の
う
ち
⚒
件
は
、
発
信
者
名
が
換
地
委
員
会
の
名
称
で
あ
り
、
⚑
件
は
発
信
者
名

が
換
地
委
員
会
名
及
び
山
口
県
岩
国
農
林
事
務
所
農
村
整
備
部
の
連
名
と
な
っ
て
い
た
こ

と
を
、
通
知
文
の
写
し
に
よ
り
確
認
し
た
。

な
お
、
名
寄
帳
の
確
認
作
業
を
県
が
行
う
場
合
の
ル
ー
ル
は
特
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い

と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

❟
県
の
主
張

県
土
連
に
作
成
を
委
託
し
て
い
た
名
寄
帳
が
完
成
し
、
そ
れ
を
平
成
29年

11月
24日

に
、

換
地
委
員
に
配
布
し
た
際
に
、
換
地
委
員
の
方
か
ら
、
請
求
人
と
話
が
で
き
な
い
状
況
で
あ

る
た
め
、
名
寄
帳
の
確
認
作
業
は
県
で
実
施
し
て
欲
し
い
旨
の
要
望
が
あ
っ
た
た
め
、
同
年

12月
⚗
日
に
、
県
の
担
当
者
は
、
こ
の
旨
を
市
の
農
林
振
興
課
へ
事
前
に
伝
え
る
と
と
も

に
、
請
求
人
に
対
し
て
名
寄
に
関
し
て
面
会
し
た
い
と
考
え
、
電
話
連
絡
（
⚒
回
）
を
し
た

が
、
取
り
あ
っ
て
も
ら
え
ず
、
請
求
人
と
交
渉
が
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
当
該

文
書
を
通
知
し
た
も
の
で
あ
る
。

県
と
し
て
も
換
地
処
分
に
つ
い
て
は
、
換
地
計
画
を
作
成
す
る
期
限
も
あ
る
の
で
、
停
滞

さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
意
識
も
あ
り
、
期
限
を
設
定
し
て
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

当
該
事
業
は
、
平
成
29年

度
の
繰
越
事
業
で
あ
り
、
平
成
30年

度
が
最
後
の
年
度
に
な

る
。請
求
人
と
同
様
の
事
例
は
、
平
成
29年

度
と
平
成
28年

度
に
あ
り
、
換
地
委
員
に
よ
る
調

整
（
名
寄
帳
の
確
認
作
業
）
が
難
し
い
案
件
の
た
め
、
換
地
委
員
か
ら
の
要
望
に
よ
り
、
事

業
主
体
で
あ
る
県
が
、
換
地
委
員
会
の
意
向
を
踏
ま
え
て
、
文
書
通
知
に
よ
り
調
整
を
行
っ

た
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
通
知
す
る
際
に
は
、
具
体
的
な
文
面
等
に
つ
い
て
、
換
地
委
員
へ
知
ら

せ
て
い
な
い
。

基
本
的
に
、
名
寄
帳
の
確
認
作
業
を
、
県
、
市
、
換
地
委
員
会
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
令
上
の
規
定
は
な
い
が
、
平
成
29年

⚘
月
23日

に
換
地
委
員
会
で

は
、
名
寄
帳
の
確
認
に
つ
い
て
、
一
義
的
に
換
地
委
員
会
が
取
り
ま
と
め
る
と
い
っ
た
意
思

決
定
を
行
っ
て
い
た
た
め
、
発
信
者
名
を
換
地
委
員
会
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

名
寄
帳
の
確
認
作
業
は
、
委
託
業
務
の
一
部
と
認
識
し
て
お
り
、
換
地
委
員
会
の
業
務
の

一
部
を
県
が
代
わ
り
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
今
回
の
事
例
と
同
様
に
、
名
寄
帳
の
確
認
作
業
に
お
い
て
調
整
を
要
す
る
別
の
案

件
に
つ
い
て
は
、
発
信
者
名
を
連
名
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
今
回
の
請
求
人
の
案
件
を
踏

ま
え
、
権
利
者
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

エ
山
口
県
の
被
っ
た
損
害
（
当
該
文
書
作
成
に
係
る
費
用
：
切
手
・
封
書
代
、
電
話
代
、
文
書

作
成
費
、
人
件
費
、
合
計
4,300円

）
の
特
定
に
つ
い
て

❞
確
認
さ
れ
た
事
実

平
成
30年

⚒
月
27日

に
請
求
人
と
担
当
の
上
司
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
電
話
内
容
に
つ
い

て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
県
の
打
合
せ
・
協
議
記
録
に
よ
る
と
、
請
求
人
か
ら
県
に
問
い
合
わ

せ
て
い
る
も
の
で
、
内
容
と
し
て
は
、
不
換
地
と
な
る
土
地
に
係
る
貸
借
契
約
の
こ
と
で
あ

り
、
陳
述
の
際
に
請
求
人
が
主
張
し
て
い
た
内
容
（
換
地
委
員
会
と
は
何
か
）
は
確
認
で
き

な
か
っ
た
。

❟
県
の
主
張

切
手
に
つ
い
て
は
、
郵
便
切
手
の
受
払
簿
等
に
よ
り
確
認
し
、
切
手
代
は
、
返
信
用
の
切

手
（
82円
）
を
貼
っ
て
出
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

特
定
記
録
郵
便
を
利
用
し
て
い
る
の
で
、
郵
便
局
か
ら
の
取
扱
票
に
よ
る
と
金
額
が
252

円
で
あ
り
、
切
手
82円
と
特
定
記
録
252円

、
計
334円

の
郵
送
料
に
つ
い
て
特
定
で
き
る
。

封
書
代
に
つ
い
て
は
、
長
形
⚓
号
の
封
筒
を
⚒
枚
、
返
信
用
と
送
付
用
に
使
っ
て
お
り
、
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こ
れ
は
、
一
括
購
入
の
た
め
、
⚑
枚
当
た
り
の
単
価
を
算
定
す
る
と
14円

に
な
り
、
⚒
枚
で

28円
に
つ
い
て
特
定
で
き
る
。

金
額
で
特
定
で
き
る
も
の
は
以
上
で
あ
り
、
電
話
の
通
話
料
に
つ
い
て
は
、
県
に
通
話
記

録
を
把
握
で
き
る
資
料
が
な
い
た
め
特
定
で
き
な
い
。

ま
た
、
請
求
人
の
主
張
し
て
い
る
⚒
回
の
電
話
の
う
ち
、
平
成
30年

⚓
月
⚓
日
に
つ
い
て

は
土
曜
日
で
あ
り
、
県
か
ら
請
求
人
へ
電
話
を
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
同
年
⚒
月
27日

に
つ

い
て
は
、
記
録
に
よ
れ
ば
請
求
人
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
請
求
人
が

主
張
す
る
よ
う
な
換
地
委
員
会
に
つ
い
て
の
内
容
は
な
い
。

次
に
、
文
書
作
成
費
及
び
人
件
費
に
つ
い
て
、
⚒
名
の
県
職
員
は
、
他
に
も
様
々
な
業
務

を
抱
え
て
お
り
、
当
該
文
書
の
作
成
に
要
し
た
時
間
ま
で
特
定
し
て
お
ら
ず
、
金
額
で
示
す

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

当
該
事
業
の
事
業
主
体
で
あ
る
県
が
、
換
地
委
員
会
の
意
向
を
踏
ま
え
て
当
該
文
書
を
作

成
し
通
知
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
職
員
が
勝
手
に
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
担
当
職
員
が

上
司
と
相
談
し
な
が
ら
公
務
と
し
て
行
っ
た
行
為
で
あ
る
た
め
、
当
然
、
そ
れ
に
要
し
た
経

費
に
つ
い
て
も
違
法
又
は
不
当
な
公
金
を
支
出
し
た
と
は
全
く
認
識
し
て
お
ら
ず
、
ま
し
て

や
窃
盗
罪
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

オ
請
求
人
の
土
地
（
不
換
地
と
な
る
土
地
及
び
Ｃ
の
土
地
）
の
状
況
に
つ
い
て

❞
確
認
さ
れ
た
事
実

ａ
当
該
事
業
の
土
地
改
良
事
業
計
画
確
定
前
の
従
前
地
各
人
別
名
寄
帳
（
以
下
「
従
前
地

名
寄
帳
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

当
該
事
業
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
確
定
し
た
平
成
22年

⚗
月
20日

以
前
の
同
年
⚓
月

16日
に
、
Ｃ
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
不
換
地
と
な
る
土
地
に
追
加
し
て
従
前
地
名
寄
帳
に

手
書
き
で
記
載
さ
れ
、
請
求
人
が
押
印
し
て
い
る
こ
と
を
従
前
地
名
寄
帳
の
写
し
に
よ
り

確
認
し
た
。

ｂ
不
換
地
と
な
る
土
地
に
つ
い
て

不
換
地
と
な
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
平
成
23年

⚖
月
20日

に
不
換
地
に
つ
い
て
同
意
し

て
い
る
こ
と
を
不
換
地
・
特
別
減
歩
同
意
書
（
以
下
「
不
換
地
同
意
書
」
と
い
う
。
）
の

写
し
に
よ
り
確
認
し
た
。

ｃ
一
部
異
種
目
換
地
に
つ
い
て

不
換
地
と
な
る
土
地
で
あ
る
Ｂ
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
不
換
地
及
び
一
部
異
種
目
換
地

と
す
る
こ
と
で
、
平
成
25年

12月
⚔
日
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
異
種
目
換
地
同
意
書
の

写
し
に
よ
り
確
認
し
た
。

❟
県
の
主
張

請
求
人
は
、
Ｃ
の
土
地
に
つ
い
て
事
業
実
施
区
域
内
に
含
め
る
よ
う
に
要
望
し
た
た
め
、

当
該
事
業
の
土
地
改
良
事
業
計
画
確
定
前
の
従
前
地
名
寄
帳
に
Ｃ
の
土
地
を
追
加
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
換
地
計
画
原
案
作
成
に
伴
う
名
寄
帳
の
確
認
作
業
の
際
に
、
請
求
人
は
、

Ｃ
の
土
地
を
含
ま
な
い
従
前
地
名
寄
帳
に
認
印
を
押
印
し
、
不
換
地
同
意
書
に
も
実
印
を
押

印
し
て
お
り
、
不
換
地
同
意
書
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

カ
⚒
名
の
県
職
員
が
請
求
人
の
財
産
の
取
得
、
処
分
を
企
て
法
務
局
に
登
記
を
行
お
う
と
す
る

行
為
に
つ
い
て

❞
確
認
さ
れ
た
事
実

ａ
換
地
計
画
（
法
第
89条
の
⚒
第
⚒
項
（
準
用
第
52条
第
⚕
項
、
第
⚖
項
）
）
に
つ
い
て

換
地
計
画
を
定
め
る
場
合
に
は
、
法
第
⚕
条
第
⚗
項
に
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
全
て
の

者
で
構
成
す
る
会
議
（
権
利
者
会
議
）
で
、
そ
の
⚓
分
の
⚒
以
上
が
出
席
し
、
そ
の
議
決

権
の
⚓
分
の
⚒
以
上
で
決
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

ｂ
換
地
処
分
登
記
（
法
第
89条
の
⚒
第
10項
（
準
用
第
55条
）
）
に
つ
い
て

土
地
改
良
事
業
に
お
け
る
換
地
処
分
に
係
る
登
記
は
、
権
利
者
会
議
に
お
い
て
決
定
さ

れ
た
換
地
計
画
に
よ
る
換
地
処
分
に
基
づ
い
て
登
記
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

ｃ
名
寄
帳
の
確
認
作
業
に
つ
い
て

法
で
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
換
地
計
画
の
決
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
必
須
の
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

❟
県
の
主
張

名
寄
帳
の
確
認
作
業
は
、
法
に
基
づ
く
手
続
き
で
は
な
く
、
換
地
計
画
書
を
作
成
す
る
た

め
の
作
業
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
請
求
人
が
名
寄
帳
の
確
認
に
応
じ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
、
法
に

基
づ
く
手
続
き
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
は
、
権
利
者
の
⚓
分
の
⚒
以
上
が
出
席
し
た
権
利
者
会
議

に
お
い
て
、
そ
の
議
決
権
の
⚓
分
の
⚒
以
上
で
換
地
計
画
が
決
定
す
れ
ば
、
公
告
・
縦
覧
を

行
い
、
換
地
計
画
が
確
定
す
れ
ば
、
換
地
処
分
及
び
換
地
処
分
登
記
を
進
め
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
平
成
30年

度
を
も
っ
て
こ
の
南
河
内
で
の
ほ
場
整
備
事
業
は
終
わ
る
の
で
、
そ
の
完
了
に

向
け
て
手
続
き
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

キ
請
求
人
の
Ｃ
の
土
地
と
隣
接
し
て
い
る
「
の
り
」
の
部
分
に
つ
い
て

❞
確
認
さ
れ
た
事
実

Ｃ
の
土
地
に
係
る
事
業
実
施
区
域
内
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
平
成
28年

⚙
月
⚖
日
に
、
県

か
ら
請
求
人
へ
、
「
の
り
」
の
部
分
を
含
め
て
Ｃ
の
土
地
を
事
業
実
施
区
域
内
と
し
て
、
法

務
局
に
登
記
し
て
い
る
地
図
を
訂
正
す
る
案
を
提
示
し
た
が
、
平
成
29年

12月
25日

に
市
道

と
の
境
界
立
会
が
不
調
に
終
わ
り
、
Ｃ
の
土
地
の
地
図
の
訂
正
を
断
念
し
て
お
り
、
Ｃ
の
土
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地
に
つ
い
て
は
、
事
業
実
施
区
域
外
で
あ
り
、
当
該
事
業
と
は
関
係
な
い
こ
と
を
県
の
打
合

せ
・
協
議
記
録
に
よ
り
確
認
し
た
。

❟
県
の
主
張

県
と
し
て
は
、
市
道
と
請
求
人
の
土
地
の
境
界
に
関
す
る
問
題
を
認
識
し
た
の
は
、
平
成

29年
⚓
月
頃
で
あ
り
、
請
求
人
は
、
昭
和
50年

頃
の
市
道
拡
幅
事
業
の
際
、
用
地
買
収
に
よ

り
土
地
を
提
供
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
の
約
束
等
が
守
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
今
回
の
ほ

場
整
備
事
業
で
解
決
し
た
い
と
強
く
主
張
し
て
い
る
。

請
求
人
へ
、
「
の
り
」
の
部
分
を
含
め
て
Ｃ
の
土
地
を
事
業
実
施
区
域
内
に
入
れ
て
地
域

の
問
題
を
解
決
す
る
提
案
を
し
た
が
、
市
道
と
の
境
界
立
会
が
不
調
に
終
わ
っ
た
た
め
、
事

業
実
施
区
域
外
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
判
断
し
た
。

市
と
請
求
人
と
の
境
界
問
題
に
つ
い
て
は
県
も
参
加
し
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
協
議
を
行
っ

た
が
、
こ
れ
以
上
の
進
展
は
見
込
ま
れ
な
い
た
め
、
換
地
処
分
に
向
け
た
手
続
き
を
始
め
た

も
の
で
あ
り
、
強
行
手
段
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

現
在
、
Ｃ
の
土
地
と
「
の
り
」
の
部
分
は
、
事
業
実
施
区
域
外
で
あ
り
、
こ
の
境
界
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
請
求
人
と
道
路
を
管
轄
す
る
市
と
の
問
題
で
あ
り
、
県
と
し
て
何
も
言
え

な
い
立
場
で
あ
る
。

⚔
監
査
の
結
果

⚓
の
⑶
「
監
査
請
求
の
趣
旨
」
、
⚓
の
⑷
「
監
査
の
対
象
事
項
」
及
び
⚓
の
⑸
「
事
業
執
行
者

（
県
）
へ
の
監
査
」
を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り
判
断
す
る
。

当
該
文
書
で
求
め
た
、
従
前
地
及
び
工
事
後
の
土
地
に
つ
い
て
の
名
寄
帳
の
確
認
作
業
は
、
法
で

定
め
る
換
地
計
画
書
作
成
に
必
要
と
さ
れ
る
各
筆
換
地
等
明
細
書
等
を
作
成
す
る
た
め
の
準
備
作
業

の
一
つ
で
あ
り
、
県
か
ら
市
へ
委
託
し
、
市
か
ら
改
良
区
（
換
地
委
員
会
）
に
再
委
託
し
た
業
務
の

一
部
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

名
寄
帳
の
確
認
方
法
に
つ
い
て
は
、
平
成
29年

⚘
月
23日

の
換
地
委
員
会
に
お
い
て
、
換
地
委
員

が
権
利
者
宅
を
訪
問
し
て
確
認
し
、
押
印
し
て
も
ら
う
手
法
と
す
る
旨
の
決
定
が
さ
れ
て
い
る
が
、

請
求
人
に
つ
い
て
は
、
換
地
委
員
か
ら
話
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
り
、
換
地
委
員
に
よ
る
名
寄
帳
の

確
認
作
業
が
難
し
い
こ
と
か
ら
、
換
地
委
員
か
ら
県
に
全
面
的
に
請
求
人
へ
の
対
応
を
要
望
さ
れ
た

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

県
は
、
請
求
人
に
対
す
る
名
寄
帳
の
確
認
に
つ
い
て
、
換
地
委
員
会
か
ら
全
面
的
に
任
さ
れ
た
も

の
と
し
て
、
換
地
委
員
会
の
代
わ
り
に
、
名
寄
帳
の
確
認
を
実
施
す
る
こ
と
を
平
成
29年

11月
24日

に
判
断
し
、
名
寄
帳
の
確
認
の
た
め
、
同
年
12月

⚗
日
に
請
求
人
に
面
会
を
求
め
る
電
話
連
絡
（
⚒

回
）
を
し
た
が
、
請
求
人
と
交
渉
が
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
担
当
職
員
が
上
司

と
相
談
し
、
文
書
で
の
確
認
を
依
頼
を
す
る
こ
と
と
し
、
公
務
と
し
て
換
地
委
員
会
の
名
称
で
当
該

文
書
を
作
成
し
、
請
求
人
へ
通
知
を
す
る
に
至
っ
た
状
況
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
請
求
人
は
、
請
求
書
や
陳
述
に
お
い
て
、
換
地
委
員
会
と
県
と
の
関
係
や
役

割
、
換
地
手
続
き
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
ま
た
、
請
求
人
は
、

当
該
文
書
の
内
容
は
一
方
的
で
あ
り
、
も
う
少
し
、
物
分
り
の
よ
い
内
容
で
あ
れ
ば
文
句
も
言
う
こ

と
は
な
か
っ
た
旨
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
事
案
に
お
い
て
、
換
地
委
員
会
の
名
称
を
使
用
す
る
文
書
を
作
成
し
、

通
知
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
や
請
求
人
と
換
地
委
員
会
と
の
関
係
を
踏
ま
え
、
県

に
お
い
て
相
応
の
留
意
を
要
す
る
事
案
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
県
は
、
法
に
基
づ
き
、
当
該
事
業
を
行
う
事
業
主
体
と
し
て
、
換
地
処
分
に
向

け
た
手
続
き
を
進
め
る
立
場
に
あ
る
中
に
お
い
て
、
換
地
委
員
か
ら
県
に
対
し
、
換
地
委
員
は
請
求

人
と
の
間
で
話
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
と
し
て
、
県
に
お
け
る
請
求
人
へ
の
対
応
を
要
望
さ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
特
別
な
事
情
を
有
す
る
事
案
と
し
て
、
公
務
と
し
て
、
本
請
求
に
係
る
当
該
文
書

の
作
成
、
通
知
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
な
理
由
の
下
に
行
わ
れ
た
も
の
と
理
解
で

き
、
違
法
又
は
不
当
と
は
言
え
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
該
文
書
を
通
知
し
た
行
為
を
原
因
と
し
て
、
山
口
県
に
生
じ
た
損
害
の
賠

償
を
求
め
る
と
す
る
請
求
人
の
主
張
に
は
、
そ
の
損
害
額
を
特
定
す
る
ま
で
も
な
く
、
理
由
が
な

い
。よ
っ
て
、
本
件
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
棄
却
す
る
。

平
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